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この仕様書は、大阪市役所本庁舎ほか３施設における廃棄簿冊等（廃棄簿冊、その他紙類、シュレッダ

ー紙、古新聞、ダンボール、アルミ缶）の売払いに関して定めるものであり、本仕様書に基づき、誠実に

作業を行うこと。 

 

１ 売払物品及び予定数量 

 
※ 廃棄簿冊には、パイプファイル・バインダー等のファイル類、クリップ、紐等（以下「ファイル

等」という。）が一定数量混入しているものとする。 

※ 「その他紙類」とは、廃棄簿冊、シュレッダー紙、古新聞、ダンボール以外の紙全般をいう。 

※ 数量は予定数量であり本市の都合により増減する。 

 

２ 物品引取期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 集積場所及び収集回数等 

⑴ 大阪市役所本庁舎 

担  当 総務局行政部総務課（庁舎管理グループ） 

集積場所 

大阪市北区中之島１－３－20 大阪市役所本庁舎 

【廃棄簿冊以外】地下２階 

【廃棄簿冊】地下４階中央書庫及び西側書庫 

回  数 

・廃棄簿冊は週に１回程度、木曜日の 13 時 15分から 15 時までの間に行うことを

基本とし、４月から６月まで及び２月から３月までの期間については、週に２回

程度、月・木曜日の 13時 15 分から 15時までの間に行うことを基本とする。た

だし、当該期間において、収集する廃棄簿冊が少ない場合は、本市担当者と調整

の上、収集日を木曜日のみにすることができる。 

・廃棄簿冊以外は週に３回程度、月・水・金曜日の 11時から 14時までの間に行う

ことを基本とする。 

・収集日が大阪市の休日を定める条例（平成３年条例第 42 号。以下「条例」とい

う。）第１条第１項第２号に掲げる日に当たる場合は翌開庁日に収集日を振り替

える。なお、同項第３号に掲げる日は、収集日から原則除外する。 

注意事項 

・廃棄簿冊（中央書庫及び西側書庫）については、大阪市役所本庁舎地下４階に保

管されているため、地下２階までの運び出しが必要となり、その際は人荷用エレ

ベーターを使用することとなるが、専用的な使用は禁止する。 

（単位：kg）

種類 

 施設

大阪市役所本庁舎 161,380 30,855 24,715 14,830 11,020 912 243,712

大阪市公文書館 0 1,190 45 0 30 0 1,265

あべのベルタ西館 0 65 1,915 0 412 0 2,392

あべのフォルサ 2,910 0 70 320 40 0 3,340

計 164,290 32,110 26,745 15,150 11,502 912 250,709

計廃棄簿冊 その他紙類 シュレッダー紙 古新聞 ダンボール アルミ缶
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・廃棄簿冊の運び出しの際、当該簿冊が入った青色のカゴごと運び出す場合は、遅

くとも廃棄簿冊以外の収集日も含めた翌収集日の 15 時までに空になった青色の

カゴを大阪市役所本庁舎地下４階の所定の場所に返却すること。 

・廃棄簿冊（西側書庫）については、本市担当者立会いの下で大阪市役所本庁舎地

下４階の計量機にて計量し、収集作業を行い、指示には必ず従うこと。 

・入庫する車両については、事前に車両情報（台数・車高・車種・色・車番）を報

告すること。報告のない車両については入庫できない。また、車高は 2.8ｍ以下

とし、敷地内は８㎞/ｈ以下で徐行すること。 

 

⑵ 大阪市公文書館 

担  当 総務局行政部公文書館 

集積場所 大阪市西区北堀江４－３－14 大阪市公文書館１階 

回  数 
契約期間中に２回程度（条例第１条第１項に掲げる日（以下「本市の休日」という。）

を除く。） 

 

⑶ あべのベルタ西館 

担  当 総務局人事部管理課 

集積場所 大阪市阿倍野区阿倍野筋３－10－１－100 あべのベルタ西館２階 

回  数 週に２回程度（本市の休日を除く。） 

 

⑷ あべのフォルサ 

担  当 総務局職員人材開発センター 

集積場所 大阪市阿倍野区阿倍野筋３－13－23 あべのフォルサ４階 

回  数 契約期間中に２回程度（本市の休日を除く。） 

注意事項 
廃棄簿冊については、本市担当者立会いの下で収集作業を行い、指示には必ず従う

こと。 

 

⑸ 共通事項 

ア 作業履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57号）等の個人情報保

護に関する関係法令を遵守すること。 

イ 積込みや積降ろしなどの際には、漏えい・紛失・飛散・残置等を防止するための適正な管理を行

うこと。 

ウ 運搬に際しては、車両に荷台シートをかける処置をするなど、荷崩れ・散逸等の事故を未然に防

止する対策を講じ、書類を飛散、落下させないよう細心の注意を払うこと。また、道路交通法等の

関係法令を遵守すること。 

エ 作業中に書類などの閲覧、複写など一切の諜報活動を行ってはならない。 

オ 作業員が作業中に知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、職を退いた以後においても 

同様とする。 

カ 引渡しを受けた書類が、買受人の関係者又は第三者によって他の目的に利用されることがない

よう、適正な管理を行うこと。万が一、書類の目的外利用等によって本市に損害が生じた場合、本

市が指示する対応策を講じるとともに、損害賠償等の責任を負うこと。 

キ 収集日時、収集方法については、集積場所ごとに本市担当者と協議の上、調整すること。 
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ク 収集当日の最終運搬車両が搬出する時点で、集積場所に廃棄簿冊等を積み残すことなく収集す

ることを基本とするが、これにより難い場合は、本市担当者の承諾を得ること。 

ケ 基本的な収集回数については、各施設でそれぞれ定めているが、数量の多少にかかわらず本市が 

指定する回数の収集を行うことを基本とする。ただし、上記⑴の廃棄簿冊が少ない場合は除く。ま

た、臨時に依頼する場合があるので、本市担当者の指示に従い、その都度対応すること。 

コ 収集に当たっては、集積場所の施設規則等を遵守すること。 

サ 上記⑶及び⑷の施設については、集積場所から１階積載場所までは本市担当者の指示に従い、エ

レベーターにて運搬すること。 

シ シュレッダー紙を集積場所に出すまではごみ袋に破損がないことを確認済みであり、２重袋等

の措置はとらない。 

ス 収集完了後は、紙くず等が残らないよう、集積場所、通路、積載場所等の現場清掃を徹底するこ

と。 

セ 収集した廃棄簿冊等は、買受人の責任において再資源化を行うこと。また、再資源化に当たり、

関係法令を遵守し、適正処理及び再生利用を行うこと。 

 

⑹ 廃棄簿冊の取扱い 

ア 廃棄簿冊は、必ず溶解処理を行うこと。 

イ 廃棄簿冊を収集し、一定期間別の場所で保管する場合においても、上記⑸共通事項を遵守し  

保管すること。 

ウ 買受人が溶解する工場等を保有しておらず、別事業者へ依頼する場合は、別事業者にも上記⑸共

通事項を遵守させるとともに、溶解処理を行う工場等までの経過を明確にし、それらが確認できる

書類（契約書等写しでも可）を契約締結後速やかに本市へ提出すること。 

エ 溶解処理を行った後、溶解処理の事実が分かる書類（溶解証明書・リサイクル証明等）を提出す

ること（様式は問わない。）。なお、証明内容については、「証明書の発行日」、「証明者」、「搬入日」、

「搬入業者名」、「溶解日」、「溶解場所」、「溶解する重量」、「溶解する内容」は必須項目とする。 

オ 溶解処理の事前作業として、裁断・圧縮・梱包等を実施する際は、漏えい・紛失・飛散・残置等

を防止するための適正な管理を行うこと。本作業を別事業者へ依頼する場合も同様とする。 

カ 廃棄簿冊にはファイル等が一定数量混入しているため、溶解処理等を行う際に、受注者は必要に

応じてファイル等と紙を分別する対応を行うこと。 

   

４ 買受人が負担する経費 

収集、運搬等に関する一切の費用 

 

５ 計量報告 

  収集後、積載物の計量を行い、計量翌日（計量翌日が閉庁日の場合は、翌開庁日）の正午までに、総

務局行政部総務課（庁舎管理グループ）に、施設ごとかつ種類ごとの内訳が分かる計量結果を電子メー

ルにて報告すること。 

また、翌月の第８開庁日までに、同グループ宛てに、毎月の収集実績（計量合計）、日ごとの計量数

が分かるもの（計量票など）及び溶解処理の事実が分かる書類（上記３⑹エ参照）を提出すること。 

なお、確定数量は、原則前記の計量報告の数量とするが、本市においてもあらかじめ種類ごとの数量

を計量しており、報告数量との乖離が大きい場合は、両者協議の上、確定数量を決定する。 

 

６ 代金の納入 

  毎月の確定数量分に契約単価（税込）を乗じた金額を、本市発行の納入通知書により、指定する期限

までに納入すること。 
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７ 従事する業務関係者の業務心得 

⑴ 迅速かつ丁寧な対応を行うよう常に心掛けること。 

⑵ 業務中に飲酒又は酒気を帯びて業務をしてはならない。 

⑶ 火災、盗難及び事故等の防止に十分注意すること。 

⑷ 本庁舎ほか３施設の敷地内（建物内含む。）は全面禁煙であり、また、大阪市内全域の本市が管理 

する「道路・広場・公園その他公共の場所」等についても、路上喫煙禁止地区に指定されていること 

に留意すること。 

⑸ 作業に当たっては、本市職員及び本市が別途委託している警備員、清掃員の指示に従うこと。 

 

８ 損害賠償責任 

  買受人は、本業務を履行するに当たり、買受人の責に帰すべき理由により、本市の施設及び機械器

具等を損壊し又は本市の職員あるいは第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償の責任を負わなけ

ればならない。 

特に、大阪市役所本庁舎駐車場に入出庫する際の車両ゲートには、十分注意すること。 

 

９ 事故処理 

  買受人は、業務中に事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を講ずるとともに、本市担当者に速

やかに報告すること。 

 

10 遺失物の処理 

  各施設において、買受人が遺失物を拾得又は市民等から届け出があった場合は、遅延なく各施設管

理者に届けなければならない。なお、大阪市役所本庁舎及び公文書館において届け出た拾得物につい

ては、警察での保管期間中に所有者が判明せず返却された場合、その返却された拾得物の所有権につ

いては、大阪市に帰属する。 

 

11 大阪市役所本庁舎ほか３施設における廃棄簿冊等売払実績 

 

  ※ 金額は各月の数量に単価を乗じて端数処理を行い積算しているため、上記表の半期数量に単価

を乗じた場合の金額と一致しない箇所がある。 

 

12 その他 

⑴ 予定数量は、契約期間中における本市の予定数量を示すもので、実際の数量との差異について買 

受人は異議を申し立てることができないものとする。 

⑵ 収集した廃棄簿冊等の中には、不純物（古紙として処理できないもの）が含まれている場合もある

が、売払価格については、不純物込みの重量となるので、単価算定の際は十分に考慮すること。 

数量
（㎏）

単価
（円/kg）

金額
（円）

数量
（㎏）

単価
（円/kg）

金額
（円）

数量
（㎏）

単価
（円/kg）

金額
（円）

廃棄簿冊 94,845 8.91 845,066 67,725 8.91 580,983 96,565 11.55 1,115,324

その他紙類 20,315 8.91 181,003 16,460 8.91 140,233 15,650 11.55 180,755

シュレッダー紙 13,765 8.91 122,643 14,205 8.91 121,518 12,540 11.55 144,835

古新聞 7,850 8.91 69,940 8,000 8.91 69,310 7,150 11.55 82,581

ダンボール 5,645 8.91 50,294 5,790 8.91 49,865 5,712 11.55 65,972

アルミ缶 455 66.0 30,030 464 66.0 29,736 448 88.0 39,424

合計 142,875 1,298,976 112,644 991,645 138,065 1,628,891

令和６年度（上半期） 令和６年度（下半期） 令和７年度（上半期）
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⑶ 本仕様書に記載のない事項については、原則として本市の指示に従うこと。 

 

13 本仕様書に関する問合せ先 

  大阪市総務局行政部総務課（庁舎管理グループ）  

  ＴＥＬ (06)-6208-8444  E-mail  ba0006@city.osaka.lg.jp 

mailto:ba0006@city.osaka.lg.jp

